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１ 計画の基本理念                         

 下松市では「ふれあい、支え合い、しあわせのまち下松の実現」の基本理念のもと、

誰もが住み慣れた地域で、安全で安心して暮らし続けられるよう、地域でのふれあい、

支え合いのもと、しあわせに暮らすことができる地域社会づくりに取り組んでいます。 

 社会的孤立や排除をなくし、誰もが役割を持ち活躍できる地域共生社会といわれる

地域社会のあり方が重要になっています。地域共生社会を実現するためには、住民相

互の関係の希薄化などにより増えている複雑化した地域生活課題を「他人事」ではな

く「我が事」として捉え、地域住民や地域の多様な主体が今まで以上に連携・協働し

て解決に向け努力することが必要です。 

 本計画では、これまでの地域福祉計画の基本理念を引き継ぎ、高齢者、障害者、子

どもを含む全ての市民が、それぞれの役割を持って地域づくりなどに参画し、共に支

え合い、暮らすことができるまちの実現を目指します。 

 

 ◆基本理念 

 
 

２ 計画の基本目標                         

 基本理念である「ふれあい、支え合い、しあわせのまち下松の実現」を目指し、 

次の４つの項目を基本目標として本計画を推進していきます。 

 

 

  自治会や子ども会に加入しない人が増え、地域の交流が減っています。 

アンケート調査では、近所付き合いの必要性を感じている人は多いですが、平 

成２７年調査時に比べ、特に困ることはないからという理由で、近所付き合いが 

必要と思わない人の割合が増え、また、地域活動に参加したことはないと回答し 

た人の割合が高くなるなど、地域の繋がりが薄れていることが懸念されます。高 

齢者や障害者などへの理解を深め、思いやりの心を育み、世代を問わず地域住民 

などの繋がりを築き、支え合いながら暮らしていく意識を醸成することが重要で 

す。

第４章 地域福祉を推進するための基本的な考え方 

ふれあい、支え合い、しあわせのまち下松の実現 



パブリックコメント用 

26 

 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加など、支援を必要とする人が増 

加すると考えられる一方で、地域福祉を担う人の高齢化や後継者の不足などによ 

り、地域福祉を担う人材の不足が懸念されています。また、地域生活課題が複雑 

化・複合化し、従来の体制では対応が難しいケースの増加も予想されています。 

 各種活動に参加しやすい環境を整え、活動の参加者を増やすことで地域福祉を 

担う人材の発掘・育成を進め、また、団体の柔軟な活動を支援するなど、地域生 

活課題の解決に向けた環境を整備することが重要です。 

 

 

  アンケート調査では、健康に関することや介護に関することの悩みを抱えてい 

ると回答した人の割合が高くなりました。日常的な見守りや支援が必要な世帯が 

更に増えていくと考えられます。地域生活課題を抱えている人に必要な支援を届 

けるためには、既存の相談支援体制の充実を図るとともに、地域生活課題を「他 

人事」ではなく「我が事」として捉え、誰もが気軽に生活上の不安や地域の生活 

課題などを相談し、必要な支援を包括的に届けられる体制の整備について検討し 

ていく必要があります。 

 

 

災害などで避難する時に手助けを必要とする人の早期避難に繋げるため、避難 

行動要支援者避難支援プラン（個別計画）を作成し、避難を支援する団体などと 

情報を共有しています。また、一般の避難所で生活することが難しいと判断され 

た人が利用する福祉避難所の整備など、避難の際に援助を必要とする人に対する 

支え合いの取組を推進します。 
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３ 計画の施策体系                         

【基本理念】 ふれあい、支え合い、しあわせのまち下松の実現     

基本施策 （１）支え合い意識の醸成 

（２）バリアフリーの理解促進 

（３）支え合いの地域活動の推進 

（４）地域福祉の拠点整備 

 

基本施策 （１）地域福祉活動を推進する人材の育成 

（２）ボランティア活動への参加促進 

（３）地域福祉に取り組む組織や団体の活動支援 

（４）福祉に携わる人材の確保 

 

Ⅰ 包括的な相談・支援体制の構築 

基本施策 （１）地域生活課題に対応する相談・支援体制づくり 

（２）見守り活動の充実 

（３）認知症の人やその家族に対する支援の充実 

（４）医療機関等と連携した事業の充実 

（５）介護保険制度の運営充実 

（６）障害福祉サービス等の充実・確保 

（７）子育て支援の充実 

Ⅱ 自分らしく生き生きと暮らせる体制づくり 

基本施策 （１）健康づくりの推進 

（２）介護予防の推進・充実 

（３）社会参加の促進と生きがいづくり 

（４）生活のニーズに応じたサービスの提供 

 

基本施策 （１）要配慮者避難支援体制づくり 

（２）福祉避難所の開設・運営に関する取組の推進 

 



パブリックコメント用 

28 

 

１ 施策の展開                           

 本計画では、それぞれの課題に対して、地域住民の一人一人、地域全体及び行政の

三者それぞれが取り組む目標を示し、地域に関わる全ての者が協働して基本目標の達

成に取り組みます。 

 

 

 

（協働のイメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 施策の展開 

 

一人一人の自助努力 

 

（自分でできることは自分でする。 

 隣近所や友人・知人とお互いに 

支え合い、助け合う） 

一人一人が取り組むこと 

 

地域の互助機能 

 

（地域ぐるみで福祉活動などに参 

加し、地域全体で支え合い、助 

け合う） 

地域が取り組むこと 

 

行政の公的サービス 

 

（行政が自助・互助・共助の支援 

を行い、基盤づくりをする） 

行政が取り組むこと 
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基本目標１ 地域共生社会の実現に向けた福祉意識の醸成と環境づくり  

１ 支え合い意識の醸成 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

単身世帯の増加、地域で相互に支え合う意識や人との繋がりの希薄化に伴う社会的

孤立などの問題が生じています。アンケート調査によると、長く既存の地域に暮らし

ている人と新たにその地域で暮らし始めた人との繋がりは薄く、考え方の違いによる

トラブルが生じています。また、自治会や子ども会に加入しない人が増え、子ども同

士の交流も減っている中、子育てへの負担感や孤立感が増し、保護者の心の余裕がな

くなっています。子どもたちが幅広い世代の人と触れ合う機会も少なくなっており、

地域全体で子どもたちを育むことが難しくなっています。自治会活動、子どもたちの

見守り活動、コミュニティ・スクールなどを通じ、各団体が高齢者の知識や経験を子

どもたちに伝える場を設けることなどにより世代間の交流を深め、子どもが親だけで

なく地域の人に育まれ育つ地域づくりに取り組む意識を持つことが重要です。 

 

【近所付き合いの必要性】 

 

（回答数：N=467、単位：％） 

 

 

 

 

 

32.5  

61.7  

4.9  

0.9  

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

必要(N=152) 

多少は必要(N=288) 

必要だとは思わない(N=23) 

無回答(N=4) 

令和２年構成比 
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★必要と思わない理由 

（回答数：N=23、単位：％） 

 
 

◆◆ 施策の展開 ◆◆                            

 高齢者、障害者、子どもなど、全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、

高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向け、お互いに支え合える関係を築

き、繋がりを持ちながら生活することができるよう、支え合い意識の啓発、理解促進

を図るとともに、福祉活動への主体的な参加、活動意識の高揚を図ります。 

 

（１）コミュニケーションの促進 

地域の人が共に支え合い暮らす地域共生社会の実現に向け、住民の理解を深め

るとともに、世代間の交流を図り近隣住民の繋がりを深める取組を推進します。 

 

（２）福祉の芽を育み広げる取組の充実 

学校における福祉学習や地域のさまざまなボランティア活動、各種情報の提

供・共有など、福祉の芽を育み広げる取組を推進します。 

 

（３）子育て意識の啓発 

子どもは「社会の希望」であり、子育ては次代の社会を築く重要な営みであり、

家庭だけでなく、社会全体が子どもと子育てについて理解を深める取組を推進し

ます。 

 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○積極的にあいさつや声掛けを行い、コミュニケーションを大切にしましょう。 

73.9  

17.4  

8.7  

0.0  

0.0  

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

特に困ることはないから(N=17) 

近所付き合いが煩わしいから(N=4) 

ほとんど家にいないから(N=2) 

その他(N=0) 

無回答(N=0) 

令和２年構成比 
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○子育てをしている人は、地域の中の子育ての先輩にアドバイスを求めてみまし 

ょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○日頃から気軽に話ができる場や交流ができる場をつくりましょう。 

 

【行政が取り組むこと】 

○地域との繋がりの重要性について理解を広め、自治会活動などの地域行事の活 

性化が図られるよう支援します。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 地域福祉に対する理解促進                         

 ●地域福祉の意味や必要性について、さまざまな機会を通じて周知し、地域全体で地域福祉を推進 

する意識の醸成を図ります。 

 ２ 「あいサポート運動」の啓発                        

 ●障害者が困っていること、必要な配慮などを理解し、ちょっとした手助けや配慮を実践し、誰も 

が暮らしやすい地域社会をつくる「あいサポート運動」の啓発などを図ります。 

 ３ ヘルプカード、ヘルプマークの普及・啓発                  

 ●障害などを抱えた人が外出先などで困ったときに、周囲の人に手助けを求めるヘルプカード、ヘ 

ルプマークの普及・啓発に努めます。 

 ４ 子育て支援アプリなどを活用した子育て意識の啓発              

 ●子育て支援アプリ「ママパパ」や市広報「潮騒」などによる子育て支援情報の提供、充実などに 

より、子育て意識の啓発に努めます。 

 

 

２ バリアフリーの理解促進 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

 社会の中にあるさまざまな障壁を取り除き、高齢者や障害者だけでなく全ての人が

気軽に外出できるよう、バリアフリーに関する情報提供や環境整備を推進していく必

要があります。 
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◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

 民間施設なども含め、高齢者や障害者だけでなく全ての人が移動、利用しやすい環

境づくりに向けた事業の啓発、事業の促進を図ります。 

 

（１）バリアフリーの理解促進 

高齢者や障害者などの配慮が必要な人に対する社会参加の促進、移動、利用し

やすい環境づくりに向け、バリアフリー思想の普及・啓発に努め、バリアフリー

への幅広い理解を促進するとともに、安全で快適な暮らしを実現するため、バリ

アフリー化の促進を図ります。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 「やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度」の周知                

 ●高齢者や障害者、妊産婦などで歩行や乗降が困難な人が、事前に山口県から交付を受けた利用証 

を掲示し、施設が確保した「やまぐち障害者等専用駐車場」を利用できる「やまぐち障害者等専 

用駐車場利用証制度」の周知を図ります。 

 

 

３ 支え合いの地域活動の推進 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

アンケート調査によると、地域で共同活動を行い良好な地域社会の形成及び維持を

する自治会は、年齢が下がるほど加入状況は低くなっています。自治会活動への参加

状況は減少傾向にありますが、自治会活動を通じて地域の活動をしていると感じてい

る人は多くなっています。加入者が少なく活動が難しくなっている自治会の中には、

加入者が多い自治会の協力を求めている自治会もあります。 

「日常生活を送ることが難しくなったときの必要な手助け」として「買い物や通院

などへの送迎等」「安否確認の声掛け」と回答した人の割合が高く、一方、「近所の人

が手助けを必要としているときにできる手助け」は「安否確認の声掛け」「相談相手

になる」と回答した人の割合が高くなりました。多くの人が手助けを必要と感じてい

る「買い物や通院などへの送迎等」は、手助けができると回答した人の割合は低くな

っていますが、「安否確認の声掛け」は、手助けができると回答した人の割合が高く

なっています。 

「住民同士の支え合いがあるまち」という評価に対し「どちらかと言えばそう思わ 

ない」と回答した割合が増えています。世代間の交流を深め、日常生活を送る中で、

お互いに支え合いながら生活していくことが求められています。 
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【日常生活を送ることが難しくなったときの必要な手助け】 

（回答数：N、単位：％） 

 

 

 

【近所の人が手助けを必要としているときにできる手助け】 

（回答数：N、単位：％） 

 

 

 

18.0  

12.0  

10.3  

8.5  

20.0  

9.2  

6.5  

9.9  

3.4  

0.8  

1.5  

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

安否確認の声掛け(N=241) 

相談相手になる(N=161) 

ごみ出しをする(N=138) 

本人の代わりに買い物をする(N=114) 

買い物や通院などへの送迎等(N=268) 

家の中の掃除や洗濯(N=123) 

庭の草取りや水やり(N=87) 

食事をつくる(N=133) 

短時間子どもを預かる(N=45) 

その他(N=11) 

無回答(N=20) 

構成比 

30.7  

15.8  

15.0  

11.5  

7.3  

2.5  

7.2  

1.9  

4.9  

1.3  

2.0  

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

安否確認の声掛け(N=364) 

相談相手になる(N=187) 

ごみ出しをする(N=178) 

本人の代わりに買い物をする(N=136) 

買い物や通院などへの送迎等(N=86) 

家の中の掃除や洗濯(N=30) 

庭の草取りや水やり(N=85) 

食事をつくる(N=23) 

短時間子どもを預かる(N=58) 

その他(N=15) 

無回答(N=24) 

構成比 



パブリックコメント用 

34 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

 従来の体制では対応が困難な地域生活課題が生じており、住民一人一人が自らの課

題として捉え「支える側」「支えられる側」という関係を超え、さまざまな地域資源

を活用しながら主体的に活動する取組を推進します。 

 

（１）あらゆる分野に対応し地域を支える仕組みの構築 

  地域福祉活動が活発に実施されるように環境を整えるとともに、世代を超えた交

流や地域の交流促進を図ります。従来の体制では対応が困難な地域生活課題も多く

なっており、住民が自らあらゆる分野における地域の課題を収集し対応を話し合う

場を設けるなど、あらゆる分野に対応し地域を支える仕組みの構築を図ります。 

 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○地域活動に関心を持ち、自分にできる地域活動に積極的に参加しましょう。 

○何か困っていることを抱えた人に早目に気づけるよう、日頃から声を掛け合い 

ましょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○第二層協議体などを活用して、支援が必要な人、支援をする人の情報を地域で 

共有し、地域でできることを考える場をつくりましょう。 

 

【行政が取り組むこと】 

○思いやりや助け合いの心を持ち、地域の助け合う文化を育むとともに、幅広い 

世代のニーズや対象に合わせて研修や講座、体験事業を行います。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 民生委員・児童委員の活動支援                       

 ●地域福祉活動の主たる担い手である民生委員・児童委員に対し、研修会や情報交換会の開催など 

を通じ、民生委員・児童委員が行う地域福祉活動を支えます。 

 ２ 生活支援体制整備事業の推進                        

 ●「生活支援コーディネーター」を中心に、市内全９地区に設置している「協議体」において、各 

地域のニーズや課題の把握・共有を行い、地域団体と連携を図り、地域の人の助け合い・支え合 

い活動の創出を進めます。 
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 ３ ふれあいサロンや育児サークルの設置促進                  

 ●未就園児と保護者が気軽に集い、交流や子育てに関する話し合いのできる場づくりとして、地域 

住民を主体としたふれあいサロンや育児サークルの設置促進を検討します。 

 

 

４ 地域福祉の拠点整備 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

近年における地域生活課題は複雑化が進み、一分野の制度や個別分野の相談業務で

は解決が難しくなっています。誰もが気軽に立ち寄り相談できる場の充実を図るとと

もに、住民の自主活動などの拠点となる場の整備が求められています。旧来からある

地縁や血縁による繋がりも希薄となっているため、地域の人同士の繋がりが作られる

場を設けていく必要があります。 

全ての住民が健康で生き生きと生活できる地域社会づくりを目指し、子どもから高

齢者まであらゆる年代の人が共に集い、健康づくりや生きがい活動を通じて交流でき

る拠点施設として「下松市地域交流センター」が設置されています。また、高齢者が

健康で明るい生活を営むことを目的として「老人集会所」が、老人の豊かな経験と能

力を生かし、自ら物をつくるよろこびを得ることにより生きがいを高め、老人福祉の

向上を図ることを目的として「老人作業所」が設置されています。「下松市地域交流

センター」は建築から２０年以上を経過し、多くの老人集会所や老人作業所は建築か

ら４０年以上を経過し、施設の老朽化が問題となっており、計画的な施設整備や維持

管理が必要です。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

従来からある施設の機能を活かしつつ、誰もが気軽に立ち寄り相談ができる場や住

民同士の交流を促進する場として、施設の利用促進を図るとともに適正な維持管理に

努めます。 

 

（１）福祉拠点施設の利用促進 

福祉の拠点となる施設の適正な維持管理を図り、誰もが利用しやすい環境づく

りを進め、施設の利用促進を図ります。 

 

（２）子育てを支援する環境整備 

子育て家庭に対する相談・指導・情報提供などの充実に努め、地域全体で子育

てを支援する環境を整備するため、子育て支援センターと子育て世代包括支援セ

ンターとの連携、体制づくりを図ります。 
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◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 下松市地域交流センター管理運営                      

 ●乳幼児から高齢者、障害者、周辺に所在する医療施設、障害者施設、老人福祉施設などの利用者 

など、あらゆる人のふれあいや交流を促進するため、また、災害時には、福祉避難所または遺体 

安置所として利用するため、施設の維持管理や保守点検などに万全を期すとともに、利用者が快 

適に施設を利用できるよう努めます。 

 ２ 下松市老人集会所・老人作業所管理運営                   

 ●多くの老人集会所や老人作業所は築４０年以上を経過しており、施設の老朽化が著しいため、計 

画的な施設整備や維持管理に努めます。 

 ３ 子ども家庭総合支援拠点の機能強化                     

 ●子育て支援に加え、妊娠・出産などの母子保健相談にも対応できるよう、子育て支援センターと 

子育て世代包括支援センターとの連携を強化するとともに、子どもとその家庭などからの相談に 

応じるため、子ども家庭総合支援拠点の機能強化に努めます。 

 

 

■基本目標１ 成果指標 

成 果 指 標 現 況 値 目標（2025 年） 

地域活動の参加状況 
（地域福祉計画・市民アンケート） 

81.1％ 

（令和２年度） 
90.0％ 

ヘルプマークの延べ交付者数 
30 人 

（令和元年度） 
150 人 

「子育てがしやすいまち」と感じる 

市民の割合（地域福祉計画・市民アンケート） 

18.6％ 

（令和２年度） 
25.0％ 

民生委員・児童委員、 

主任児童委員の充足率 

98.3％ 

（令和元年改選時） 

100.0％ 

（令和４年改選時） 
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基本目標２ 地域福祉を担う人材の育成と団体の活動支援          

１ 地域福祉活動を推進する人材の育成 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

地域福祉の担い手となる人材の固定化、高齢化が進む中、中心となる人材の育成が

求められています。仕事をしている人は、地域活動の役職を引き受けることが難しく、

市内の子ども会も減少傾向にあり、若い世代の人が地域で活動する機会も減少傾向に

あります。多くの人が地域福祉活動に参加するよう、意識を高めていくことが重要で

す。地域の人との意見交換会において、個人の趣味の多様化が進み、定年退職後、さ

まざまな活動をする団体に加入するのではなく、自分の趣味に合う活動をする団体な

どに加入する人が増えている、また、地域への恩返しをしたいとの思いから、定年退

職後に地域で活動を始めようとする人も、企業などで働く人の定年の延長に伴い、一

定程度の年を重ねてしまい活動することが難しいとの意見がありました。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

高齢、障害、子どもなど、福祉の各分野における人材養成事業などの充実を図り、

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、地域福祉活動を推進する

人材の育成に努めます。 

 

（１）次世代の地域福祉の担い手の育成 

地域福祉の担い手の固定化、高齢化が問題となっています。地域福祉活動に参

加しやすい環境の整備や地域の中心的な存在になり得る次世代の担い手の育成を

図ります。 

 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○自分が住んでいる地域をどのような地域にしたいのか考え、やりたいことが見 

つかれば、最初の一歩踏み出してみましょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○第二層協議体などを活用して、地域福祉の担い手となる人の掘り起こしに努め、 

地域で支えながらその人を育てましょう。 

 

【行政が取り組むこと】 

○幼児から高齢者までの幅広い市民の地域福祉に関する意識を高め、地域福祉の 
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推進役である民生委員・児童委員、福祉員活動の一層の支援・充実を図ります。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 福祉専門職の育成                             

 ●複数の生活課題を抱える世帯や社会的孤立状態に陥っている世帯などの支援を行うための福祉専 

門職の質の向上と、高齢者・障害者・児童の支援を行う福祉専門職を育成することが必要です。 

 ２ 手話奉仕員養成事業                            

 ●下松市手話奉仕員養成協会に事業を委託し、手話奉仕員の養成に努めています。 

 ３ 点訳・音訳奉仕員養成事業                         

 ●下松点訳・音訳友の会に事業を委託し、点訳・音訳に必要な技術などを習得した奉仕員の養成に 

努めています。 

 ４ ゲートキーパーの養成                           

 ●自殺は複合的な課題を抱えた人が多く、さまざまな悩みなど抱えている人に早く気づき、声をか 

け、相談機関などに繋ぐことができる人材を養成します。 

 ５ 民生委員・児童委員の活動支援（再掲）                   

 ●地域福祉活動の主たる担い手である民生委員・児童委員に対し、研修会や情報交換会の開催など 

を通じ、民生委員・児童委員が行う地域福祉活動を支えます。 

 ６ 生活支援体制整備事業の推進（再掲）                    

 ●「生活支援コーディネーター」を中心に、市内全９地区に設置している「協議体」において、各 

地域のニーズや課題の把握・共有を行い、地域団体と連携を図り、地域の人の助け合い・支え合 

い活動の創出を進めます。 

 

 

２ ボランティア活動への参加促進 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

自発的な意思に基づき、他人や社会に貢献する行為がボランティア活動といわれて

います。アンケート調査で「ボランティア活動に関する意識」について尋ねたところ、

５０％を超える人がボランティア活動に対し意欲を示していますが、３４％の人が

「関心がある人にまかせたい」と回答しています。また、ボランティア活動を活性化

するためには、「ボランティアに関する情報提供や相談窓口の充実」を求めている人



パブリックコメント用 

39 

が全体的に多い傾向にありますが、「関心がある人にまかせたい」と回答した人では、

「有償ボランティア制度等の安価な対価が得られる仕組み」を求めている人が比較的

多くなっています。 

 

【ボランティア活動に関する意識】 

（回答数：N=467、単位：％） 

 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

 ボランティア活動が地域福祉の充実に繋がるため、ボランティア活動に取り組みや

すい環境の整備やボランティア活動の支援を通じ、活動の活性化を図ります。 

 

（１）ボランティア活動の活性化 

ボランティアに関する相談窓口や情報提供の充実・周知に努め、ボランティア

活動の活性化を図ります。また、地域における高齢者などの日常生活の支援が必

要な人への取組の一つとして、有償ボランティア制度について研究を進めます。 

 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○ボランティア活動に対して関心を持ち、自分のできる範囲のボランティアから 

始めてみましょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○子どもや若者が地域活動やボランティアに参加しやすい環境を整え、ボランテ 

ィア活動をする人を支援、育成しましょう。 

 

【行政が取り組むこと】 

○ボランティア活動に取り組みやすい環境を整備し、ニーズに応じ必要とされる 

さまざまな分野のボランティアの養成を進めるとともに、多様な方法によるボ 

10.1  22.7  20.8  10.9  34.0  1.5  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現在活動しており、今後も継続したい(N=47) 活動していない（したことはない）が、 

今後は活動したい(N=106) 

活動したいが、やりたいことが 

見つからない(N=97) 

活動したいとは思わない(N=51) 

関心がある人たちに任せたい(N=159) 無回答(N=7) 
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ランティア活動を推進します。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 介護支援ボランティアポイント制度の充実                  

 ●ボランティア活動の参加に応じて与えられるポイントを換金できる制度を活用し、幅広い人のボ 

ランティア活動に繋げ、活動の活性化を図ります。 

 ２ 地域防犯ボランティア活動の推進                      

●安全で安心な地域づくりに努めるため、地域の目となる地域ボランティアによる見守り活動を推 

進するとともに、防犯パトロール隊の結成や地域見守り隊などの加入促進に努めます。 

 

 

３ 地域福祉に取り組む組織や団体の活動支援 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

地域には、自治会や地区社会福祉協議会、民生児童委員協議会、老人クラブ、ボラ

ンティア団体など、地域福祉活動を支える団体が多数存在しますが、活動参加者の減

少や団体役員の高齢化・固定化などにより、活動の継続や活性化が困難になっている

団体もあります。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

 地域生活課題が複雑化・複合化し、従来の体制では対応が困難となる中、組織や団

体の特性を活かした柔軟な活動を支援し、地域福祉活動の活性化を図ります。 

 

 （１）組織や団体の活動支援 

   自治会や地区社会福祉協議会、民生児童委員協議会、老人クラブ、ボランティ

ア団体など、地域福祉活動を支える団体の活動を支援し、活動の活性化・安定化

を図ります。 

 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○ＮＰＯや市民活動団体への理解を深め、地域で活動する市民活動団体に参加し 

てみましょう。 
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【地域が取り組むこと】 

○自治会やボランティアグループなどの団体と連携しながら情報交換を行うな 

ど、交流の場づくりをして地域で協力しましょう。 

【行政が取り組むこと】 

○下松市社会福祉協議会をはじめ、自治会、老人クラブ、ボランティア団体など 

の地域団体・組織の状況などを把握し、活動の普及・啓発と支援に努めます。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 下松市社会福祉協議会運営支援                       

 ●地域福祉活動推進の中核的存在であり、民間の活動でありながら行政の福祉政策と密接な関係が 

ある下松市社会福祉協議会と協働し、地域福祉の充実を図ります。 

 ２ 下松市民生児童委員協議会活動支援                     

 ●地域福祉活動の主たる担い手である民生委員・児童委員が組織する下松市民生児童委員協議会の 

活動を支援し、民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくりに努めます。 

 ３ 市民福祉活動の支援                            

 ●福祉健康まつりにおける福祉団体などの活動紹介、福祉団体の育成や活動の支援などを通じ、市 

  民の福祉意識の向上を図ります。 

 

 

４ 福祉に携わる人材の確保 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

介護分野における人材不足は深刻な状況にあります。いわゆる団塊の世代が７５歳

以上になる２０２５年以降の地域における高齢者介護を支える人材を確保する必要

があり、介護職員の処遇改善、離職防止、定着支援、外国人材の受入整備など、さま

ざまな取組が総合的に進められています。介護などのサービス確保のため、関連事業

者のケアマネジャー、ホームヘルパー、認知症サポーターなどの各種人材及びこれら

の相互の連携など、民間との高齢者福祉協働環境の確保・充実が必要です。保育分野

においても、職員の募集をしていますが成り手がおらず、職員の不足に伴い園児の募

集を制限せざるを得ない状況です。福祉人材の確保、資質の向上、定着支援に関する

施策の充実を図り、福祉に携わる人材の確保を図っていきます。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

 福祉サービスを必要とする人が質の高いサービスが受けられるよう、福祉に携わる
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人材の確保、資質の向上、定着支援に関する施策の充実を図ります。 

 

（１）介護職員の確保 

介護事業所の主体的な人材確保・育成の取組を支援するため、経営者向けのセ

ミナー、就職相談会の実施などを通じて、地域の高齢者介護を支える人材の確保

を図ります。 

 

（２）保育士の確保 

潜在保育士の就労への不安感を軽減し、保育所への円滑な就職を推進すること

により、市内保育所などの保育士の確保に努めます。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 介護人材確保事業の推進                          

 ●介護事業所の主体的な人材確保・育成の取組を支援するため、経営者向けのセミナー、就職相談 

会を実施します。 

 ２ 保育士トライアル雇用奨励費補助事業の推進                 

 ●保育士資格を持ちながら、長期間のブランクや保育に関わった経験の少なさなどの理由で、保育

所で働くことを不安に思っている人に対する就業への不安解消を図り、保育士の確保に繋げます。 

 ３ 各種実習生の受け入れ                           

 ●福祉分野で活躍することを目指す人を支援するため、各大学や専門学校などから、社会福祉士な 

どを目指す学生の実習受け入れを行っています。 

 

■基本目標２ 成果指標 

成 果 指 標 現 況 値 目標（2025 年） 

手話奉仕員養成講座の受講者数 
7 人 

（令和元年度） 
10 人 

介護支援ボランティアポイント 

登録者数 
159 人 

（令和２年度） 
209 人 

ボランティア団体登録数 
24 団体 

（令和２年度） 
27 団体 

介護事業所経営者向け 

セミナー開催回数 
1 回／年 

（令和元年度） 
1 回以上／年 

保育士トライアル雇用奨励費 

補助事業取組件数（累計） 
１件 

（令和２年度） 
６件 

※令和２年度は令和２年８月３１日時点 
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基本目標３ 健康で安心して暮らすための支援体制づくり        

Ⅰ 包括的な相談・支援体制の構築 

１ 地域生活課題に対応する相談・支援体制づくり 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

地域共生社会の実現に向けて、複雑化した生活上の課題を、住民に身近な地域にお

いて、高齢、障害、子ども、生活困窮などの各分野を超えて総合的に相談できる体制

づくり、断らない相談支援を中核とした包括的支援体制の整備が必要です。そのため

には、住民に身近な地域で相談を受けるための場所を確保すること、複雑化した住民

のあらゆる生活上の相談に応じることができ、支援に繋げることができる人材を確保

し、生活上の不安や地域生活課題などを気軽に相談できる体制をつくることが必要で

す。 

アンケート調査では、回答者自身やその家族のことで困っていることや悩んでいる

ことの質問に対し、「健康に関すること」と回答した人の割合が最も多く、次に「困

っていることや悩んでいることはない」と回答した人の割合が高くなっています。年

齢別にみると、２０歳から３９歳までの人は「子育てや教育に関すること」と回答し

た人の割合が高くなっています。世帯別にみると、全ての世帯で「健康に関すること」

と回答した人の割合が高く、次に「困っていることや悩んでいることはない」と回答

した人の割合が高くなっています。また、これらのことを相談した人として、「同居

している家族」「別居している家族や親族」と回答した人の割合が高く、また、「友人・

知人」と回答した人の割合も高くなっています。ひとり世帯では「相談した人はいな

い」と回答した人の割合が高くなっており、その理由として「相談先が分からない」

と回答した人の割合が高くなっています。 

母子健康手帳交付時にアンケートを記入してもらい、その場で保健指導や情報提供

をしています。育児相談、母親学級、両親学級、保健師による妊産婦、新生児、乳幼

児、未熟児、養育支援家庭等訪問などを実施し、保護者の不安軽減に努めています。 
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【困っていることや悩んでいることを相談した相手】 

（回答数：N=577、単位：％） 

 
 

 

【相談した人がいない理由】 

（回答数：N=43、単位：％） 

 
 

同居している家族, 

28.2  

別居している家族や 

親族, 19.9  
友人・知人, 18.0  

医療・介護施設, 7.6  

相談した人はいない, 

6.6  

その他, 19.6  

自分で解決できる, 

37.2  

誰にも知られたくない, 

2.3  

プライバシーが守られ

るか心配, 14.0  

相談先が分からない, 

32.6  

その他, 9.3  

無回答, 4.7  
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◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

 地域生活課題が複雑化・複合化し、従来の体制では対応が困難になっていると言わ

れています。既存の相談・支援体制の充実、関係機関との連携強化を図るとともに、

誰もが気軽に生活上の不安や地域生活課題などを包括的に相談できる体制の構築、必

要としているサービスや支援の確実な提供に努め、関係機関が連携し、困難を抱えて

いる人を地域全体で支える体制の構築を図ります。 

 

（１）相談・支援体制の充実 

近年における地域生活課題は複雑化が進み、一分野の制度や個別分野の相談業

務では解決が難しくなっています。誰もが気軽に相談できるよう相談窓口の充実

を図るとともに、相談当事者の世帯全体に目を向け、包括的に課題を解決できる

体制の構築を図ります。サービスや支援を必要としている人に対し確実にサービ

スの提供や支援が行えるよう、関係機関と連携し取組を進めます。 

 

（２）情報提供の充実 

市広報「潮騒」や市ホームページを活用した情報発信に努めるとともに、独自

のリーフレットの作成などにより、分かりやすい情報提供に努めます。また、視

覚障害などがある人にむけ、各種リーフレットなどを点字にしたものの作成、市

広報「潮騒」や市議会だよりを朗読してＣＤに録音したものを図書館で貸し出す

など、情報提供に努めます。 

 

（３）地域包括ケアシステムとの連動 

いわゆる団塊の世代の全ての人が７５歳以上となる２０２５年、団塊ジュニア

世代が６５歳以上となる２０４０年を見据え、医療・介護・予防・住まい・生活

支援を一体的・包括的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築にむけ、取組

を進めます。 

 

（４）生活困窮者などの自立への支援 

生活困窮者自立支援事業を推進し周知するとともに、関係機関と連携し、相談

への対応、就労支援や情報提供などに努め、総合的な支援を行います。 

 

（５）就労や住まいの確保などに向けた支援 

公共職業安定所や相談支援事業所などと連携し、特別な事情を有し就労を希望

している人の就労支援、雇用機会の拡大に努めます。また、山口県居住支援協議

会が開催する協議などを通じ、特別な事情を有するため民間賃貸住宅に入居が制

限されるなど、住宅を確保することが難しい住宅確保要配慮者に対する居住支援

について研究を進めます。 
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 （６）権利擁護を推進する取組 

判断能力が低下した高齢者などの権利を守り生活を支えるため、権利擁護の意

識を高めることが必要であり、消費者被害や虐待防止などの周知・啓発に努めま

す。 

 

（７）成年後見制度の周知及び利用促進 

  判断能力に欠ける、不十分な人の権利を守る援助者として、家庭裁判所への手

続きにより成年後見人などを選任し、本人に代わって契約を締結することなど、

本人の判断能力を補う制度である「成年後見制度」の周知及び利用促進を図りま

す。 

 

（８）自殺対策と調和した施策の推進 

本市における自殺の特徴として、失業や生活苦、人間関係、高齢など、複合的

な問題が考えられています。自身が抱える生活課題などを気軽に相談できる体制

の構築が、その人の社会的孤立を防ぎ、自殺を思いとどまらせることに繋がりま

す。包括的な相談支援体制づくりの構築を図り、誰も自殺に追い込められること

がないよう、「下松市自殺対策計画」に基づく施策の推進に努めます。 

 

（９）再犯防止施策の推進 

罪を犯した人が社会から孤立することなく円滑に社会復帰ができるよう、市民

への広報・啓発に努めます。また、支援を必要としている人に対し確実な支援に

繋げられるよう、関係団体との連携強化に努めるとともに、「下松市再犯防止推進

計画」に基づく施策の推進に努めます。 

 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○生活の中での不安や困りごとを一人で抱え込まず、身近な人や相談窓口に相談 

しましょう。 

○地域生活課題に対し「我が事」として捉え、地域活動などに自らの意思で積極 

的に参加しましょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○相談窓口の情報を共有し、近所のどこに相談したらよいか分からない人がいた 

ら、相談窓口を伝えてあげましょう。また、日頃から近所に対する「気遣い」 

を心掛け、相談しやすい環境をつくりましょう。 

 

【行政が取り組むこと】 

○年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが気軽に相談できる場の開設を目指しま 
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す。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 包括的な相談・支援体制の構築                        

 ●地域包括支援センターの運営、総合相談支援事業、家庭児童相談事業など、相談業務を担う関係 

機関の連携や機能強化などを図り、既存の相談機能を充実させるとともに、生活上の困難を抱え

た世帯を包括的に受け止める相談・支援体制づくりの構築を図ります。 

 ２ 民生委員・児童委員活動の支援（再掲）                    

 ●地域福祉活動の主たる担い手である民生委員・児童委員に対し、研修会や情報交換会の開催など 

を通じ民生委員・児童委員が行う地域福祉活動を支えます。 

 ３ 生活困窮者自立支援事業の推進                       

 ●生活に困っている人が自立した生活を送られるように、相談支援員が相談者の抱える悩みを伺い 

ながら自立に向けた支援を行います。 

 ４ 生活保護制度の適切な運営                         

 ●生活保護制度の適切な運営に努め、必要な保護を実施します。 

 ５ 成年後見制度の利用の促進                          

 ●成年後見制度の利用について周知を図ります。権利擁護が必要な市民の発見・支援などに資する 

地域連携ネットワークの構築及びその中核となる機関の体制整備を図ります。 

 ６ 自殺対策に関する施策の推進                        

 ●自殺を思い留まるきっかけになる相談機会の充実、居場所づくりを図るとともに、支援を必要と 

する人を早期に把握し、関係機関と連携して支援に繋げられるネットワークづくりの構築を図り 

ます。 

 ７ 再犯防止に関する施策の推進                        

 ●高齢者や障害者などへの福祉的支援は、犯罪をした者などであるか否に関わらず提供されるもの 

であり、犯罪をした高齢者や障害者などに対し確実に支援に繋げられるよう、関係機関との連携 

強化に努めます。 
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２ 見守り活動の充実 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

アンケート調査で、ひとり暮らし高齢者や障害者を抱える世帯などを定期的に訪問

することで見守りや必要な支援に繋げられるとの意見や、声掛けが難しくなりつつあ

る地域では、民生委員・児童委員の人材確保を要望する意見がありました。子どもが

犯罪などに巻き込まれないよう、防犯パトロール隊、地域見守り隊、民生委員・児童

委員などが登下校時の見守り活動を行っており、共働き世帯が増えている中、子ども

の登下校時の見守り活動は、保護者に安心を感じてもらえています。虐待は、問題の

顕在化がしにくい面があります。関係機関との密接な連携を保ち、虐待の予防や虐待

の兆候に早期に気付くことが重要です。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

地域で起こるさまざまな問題について、早期に発見し対応できるよう見守り活動の

充実を図ります。 

 

（１）見守り活動の充実 

   ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦のみの世帯が増加しており、安否確認など、地

域での見守りの重要性はますます高くなっており、地域の人、民間事業者など、

多様な主体による見守り活動の充実・環境の整備に努めます。 

 

（２）虐待の防止 

   相談窓口や市広報「潮騒」などを活用し虐待防止の周知・啓発を図るとともに、 

関係機関との密接な連携を保ち、虐待の早期発見・早期対応に繋げ、虐待防止に 

取り組みます。 

 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○日頃から助け合う関係を築き、助けが必要と感じたら、進んで声かけをしまし 

ょう。 

○回覧板や市広報「潮騒」の配布に合わせ見守りや声掛けに取り組みましょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○見守りが必要な世帯に、日頃から気を配り、異変を感じたら、関係機関へ連絡 

や相談をしましょう。 
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【行政が取り組むこと】 

○悩み事や困りごとを抱えている人の社会的孤立を防ぎ、速やかな支援に繋げら 

れるよう、見守り活動の充実を図ります。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 高齢者等見守り活動に関する協定                      

●地域住民と日常的に関わりのある事業者が日常業務の範囲内でさりげない見守り活動を行う「高 

齢者等見守り活動に関する協定」の締結事業者の拡大を図り、地域全体で高齢者などの見守り体 

制の強化に繋げます。 

 ２ 認知症見守り声かけ訓練の実施                       

 ●認知症になっても地域で暮らし続けることができるよう、訓練を通じて、地域住民の認知症の理 

解・促進を図ります。 

 ３ くだまつ絆ネットの活用促進                        

●認知症により徘徊の恐れのある人を事前に登録し、行方不明時には登録した情報を活用し、行方 

不明者の早期発見・保護に繋げます。 

 ４ 地域防犯ボランティアによる見守り活動（再掲）               

●地域の目となる地域防犯ボランティアによる見守り活動を推進し、安全で安心な地域づくりに努 

めます。 

 

 

３ 認知症の人やその家族に対する支援の充実 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく

暮らし続けることができる社会の実現を目指し、認知症施策推進総合戦略（新オレン

ジプラン）が策定されました。本市では、認知症が疑われる人やその家族に対する迅

速な支援、認知症の症状や支援の方法を学ぶ講座の開催など、さまざまな取組を進め

ていますが、取組を知っている人が少ないため周知を徹底する必要があります。アン

ケート調査では、認知症の人の家族などの負担が増えないよう、高齢者住宅などを増

やした方が良いという意見がありました。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

国の「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」を踏まえ、認知症の人やそ
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の家族が安心して暮らし続けられるよう、認知症に関する知識の普及、認知症の早期

発見・早期診断、地域全体で認知症の人やその家族を見守り支える体制づくり、認知

症の人と家族に対する支援など、認知症に関する施策の総合的な推進を図ります。 

 

（１）認知症施策の推進 

認知症は誰にでも起こりうる脳の病気で、認知症の人は毎年増加しており、多

くの人にとって、身近なものになっています。認知症の人の意思が尊重され、で

きる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けることができる社会

の実現を目指すという認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の考え方に

基づき、さまざまな取組を進めます。 

 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○認知症サポーター養成講座などの参加などを通じ、認知症に関する正しい知識 

と理解を持ちましょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○認知症の人や家族に対し、思いやりや配慮を持ち、できる範囲で手助けをしま 

しょう。 

 

【行政が取り組むこと】 

○認知症の人やその家族が安心して暮らし続けられるよう、さまざまな取組を進 

め認知症の人やその家族を支援します。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 認知症に対する理解促進                          

●認知症サポーター養成講座の開催や認知症見守り声かけ訓練などを実施し、認知症に関する知識 

の普及や予防に向けた啓発、身近な地域で認知症を学ぶ機会の創出や認知症サポーターの養成に 

努めます。 

 ●認知症になっても地域で暮らし続けることができるよう、「認知症見守り声かけ訓練」を通じて、 

  地域住民の認知症の理解促進を図ります。 

 ２ 認知症の早期発見・対応の推進                       

●認知症初期集中支援チームを設置し、医療・介護の専門職が家族の相談などにより認知症が疑わ 

 れる人や認知症の人及びその家族を訪問し、認知症サポート医と連携しながら速やかに必要な医 

 療や介護が受けられるよう支援を行います。 
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 ３ 認知症の人やその家族などへの支援の充実                   

 ●認知症の人やその家族、地域の人など誰もが気軽に参加できる「認知症カフェ」を設置し、参加 

者による相談や情報交換を通じ、交流の促進を図ります。 

●認知症により徘徊の恐れのある人を事前に登録し、行方不明時には登録した情報を活用し、行方 

不明者の早期発見・保護に繋げる「くだまつ絆ネット」の活用促進を図ります。 

●若年性認知症の人に対し、県と連携し若年性認知症支援コーディネーターにつなぐなど、適切な 

対応に努めます。 

 

 

４ 医療機関等と連携した事業の充実 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

入院治療を終えて在宅に戻る高齢者など、在宅で生活しながら医療的ケア及び介護

を必要とする高齢者に対し効果的な支援ができるよう、医療と介護の連携体制の整備

を進めています。また、在宅医療・介護連携研修会などを開催し、医療と介護関係者

との情報共有や顔の見える関係づくりに一定の効果を上げていますが、在宅で生活し

ながら医学的ケア及び介護を必要とする高齢者に対する効果的な支援をどのように

行っていくのか、研究を進める必要があります。 

住民の終活を支援する終活安心支援事業を実施しています。事前に家族や関係者と

自分が望む人生の最終段階における医療や介護を考え、話し合うことにより、安心し

て生活することに繋がります。終活安心支援事業を効果的に進めるには、多職種連携

勉強会などを通じ、医療・介護関係者との連携を深め、事業の重要性を伝えていく必

要があります。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

 在宅で生活しながら医療的ケアや介護を必要とする高齢者や障害児者に対し、効果

的な支援ができるよう、医療と福祉の連携体制を整備します。 

 

（１）在宅医療・介護連携の推進 

   医師、歯科医師、薬剤師、介護支援専門員、その他の医療的なケアや介護など

に携わる関係者と連携しながら、医療と介護の両方を必要とする状態にある人や

その家族を支える体制づくりや仕組みづくりを進めます。 
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◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 在宅医療・介護連携の推進                         

 ●在宅で生活する高齢者が医療と介護の連携を必要とするさまざまなケース（入・退院、通院、看 

取りなど）に応じた効果的な連携体制の整備を進めます。 

 ２ 終活安心支援事業の推進                          

 ●人生の最終段階で、自分が望む医療やケアを家族や関係者と前もって考え、話し合い、共有する 

ことは、本人と家族の安心につながる大切な取組であることから、市民が終活の取組を支援する 

「終活安心支援事業」を推進します。 

 ３ 医療的ケア児等の支援体制の整備                      

●日常生活を営むために医療を要する状態にある児童や重症心身障害児などが地域で安心して暮ら 

せるよう、体制の充実を図ります。 

 

 

５ 介護保険制度の運営充実 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

 いわゆる団塊ジュニアの世代が高齢者になる２０４０年を見据え、中・長期的な人

口構造の変化を見通した効果的な施設整備を図る必要があります。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

介護保険事業計画における施設の整備状況や国の介護保険制度の改正状況等をふ

まえ、適正な介護保険財政の運営と必要な施設整備などに努めます。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 介護保険事業計画に基づく施設整備などの推進                 

 ●介護保険事業計画に基づく施設整備を進めるとともに、自立支援、重度化防止と給付適正化への 

取組を進めるとともに、ICT の導入支援や活用などの周知を図ります。 

 ２ 介護人材確保事業（再掲）                         

 ●介護事業所の主体的な人材確保・育成の取組を支援するため、経営者向けのセミナー、就職相談 

会を実施します。 
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６ 障害福祉サービス等の充実・確保 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

 障害者が住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、障害の特性や多様なニーズ

に応じたきめ細かなサービスの提供体制を整備する必要があります。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

障害福祉計画及び障害児福祉計画における成果目標やサービス見込量に基づき、障

害のある人への支援提供体制の充実・確保に努めます。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 障害福祉サービスの充実                          

 ●障害者のニーズや実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活または社会生活を営む上で必要 

  な支援を行うとともに、量的・質的な充実を図ります。 

 ２ 地域移行の推進                              

 ●グループホームの整備に努め、施設入所者等の地域生活への移行を推進します。 

 ３ 福祉施設から一般就労への移行などの推進                  

 ●就労移行支援事業や就労定着支援事業等の推進により、障害者の福祉施設から一般就労への移行 

及びその定着を進めます。 

 

 

７ 子育て支援の充実 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

 核家族化の進展や地域のつながりの希薄化、共働き家庭の増加など、子育て世代を

取り巻く環境の変化により、祖父母や近隣住民からの支援を受けることが困難になっ

ており、子育ての負担や不安、孤立感が高まっています。「地域の子どもは地域で育

てる」という意識で、地域社会全体で子育てを支えることができるように、県、市、

地域社会が一体となった子育て支援に取り組むことが求められています。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

子育て支援センターと子育て世代包括支援センターとの連携強化を図り、子育てや
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母子保健などに関する相談体制や情報提供の充実に努めます。子ども家庭総合支援拠

点を中心に、各関係機関の緊密な連携や地域のネットワークとの協働により、児童虐

待などの諸問題に対する未然防止や早期発見の取組を進めます。各種手当や助成など

により、子育て家庭の経済的支援に努めます。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 相談事業の強化                              

 ●各種相談事業の周知及び相談員のスキルアップを図るとともに、相談関係担当者間及び関係機関 

との連携強化に努めています。 

 ●誰もが気軽に相談できる体制整備と、虐待防止についての普及啓発に取り組むとともに、児童虐 

待防止ネットワーク（要保護児童対策協議会）の機能強化に努めます。 

 ２ 経済的支援の充実                              

 ●児童手当や医療費自己負担分の助成などを行い、子育て家庭の経済的支援に努めています。 

 

 

■基本目標３-Ⅰ 成果指標 

成 果 指 標 現 況 値 目標（2025 年） 

包括的な相談窓口の設置 － １カ所以上 

地域福祉権利擁護の利用者数 
24 人 

（※令和２年度） 
30 人 

成年後見制度の認知度 
（地域福祉計画・市民アンケート） 

26.7％ 
（令和２年度） 

35.0％ 

生活困窮者自立支援事業 

プラン作成件数 
19 件 

（※令和２年度） 
48 件 

再犯防止推進施策推進協議会 

開催回数 
－ 毎年１回以上 

「高齢者等見守り活動に関する協定」 

協定締結事業者数 
38 事業所 

（※令和２年度） 
55 事業所 

認知症サポーター養成講座 

修了者数累計 
5,379 人 

（※令和２年度） 
7,000 人 

認知症見守り声かけ訓練実施回数 
１回 

（令和元年度） 
年１回以上 

認知症サポーター 

ステップアップ研修 
－ 年１回以上 

認知症カフェ設置数 
2 カ所 

（※令和２年度） 
3 カ所 
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成 果 指 標 現 況 値 目標（2025 年） 

くだまつ絆ネット新規登録者数 
12 人 

（※令和２年度） 
25 人 

医療的ケア児支援コーディネーターの

配置者数 
3 人 

（令和元年度） 
8 人 

※令和２年度は令和２年８月３１日時点 
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Ⅱ 自分らしく生き生きと暮らせる体制づくり 

１ 健康づくりの推進 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

アンケート調査で、あなたやあなたの家族のことで困っていることや悩んでいるこ

とを尋ねたところ、全ての年代で「健康に関すること」と回答した人の割合が高くな

っています。心身の健康維持のため、年齢や体力に応じた運動を行う機会の確保に努

めるとともに、いわゆる団塊のジュニア世代が高齢者となる 2040 年を見据え、誰

もが長く元気に活躍できる社会の実現を目指し、健康寿命の延伸を図るための取組を

進めていく必要があります。 

 

【あなたやあなたの家族のことで困っていることや悩んでいること】 

（回答数：N=726、単位：％） 

 
 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

 全ての世代に向けた健康づくりのために、乳幼児期から高齢期までのライフステー

ジに応じた健康づくりや個人が取り組む健康づくりを支える環境の整備を図ります。 

 

（１）主体的な健康づくりの推進 

元気で充実した生活を送るためには、一人一人が主体的に健康づくりに取り組

むことが重要です。また、家庭、学校、職場などの主体が自発的に、相互に支え

合いながら実施する健康づくりを推進します。 

健康づくりは生涯にわたって形成されていくものであるため、若い時期から健

康への意識を高め、健康づくりに取り組めるよう支援します。 

 

23.6  10.7  16.1  7.6  9.1  5.2  20.9  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康に関すること(N=171) 子育てや教育に関すること(N=78) 

介護に関すること(N=117) 認知症に関すること(N=55) 

経済的な問題に関すること(N=66) ごみ出し、買い物、掃除、食事など生活に関すること(N=38) 

金銭の管理に関すること(N=18) 入院や入所する時に身元保証人がいないこと(N=11) 

その他(N=11) 困っていることや悩んでいることはない(N=152) 

無回答(N=9) 
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◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○家族や近所の人や仲間と声を掛け合って、ライフステージに応じた健康づくり 

に取り組みましょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○地域の関係機関・団体で声を掛け合って健康づくりに取り組みましょう。 

 

【行政が取り組むこと】 

○健康寿命の延伸を目指し、健康増進に繋がる仕組みや個人の健康づくりを支え 

る環境づくりの取組を進めます。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 生活習慣の改善                              

●生活習慣を構成する栄養・食生活、身体活動・運動、休養・こころの健康、たばこ・飲酒及び歯 

と口腔の健康に関する正しい知識の普及や情報提供を行います。 

●対象者の状況に合わせた生活改善の支援に努めます。 

 ２ 生活習慣病の予防                             

●健（検）診を行い、がん、循環器疾患や糖尿病などの生活習慣病の早期発見、早期対応に努めま 

す。 

●発症予防や重症化予防の取組を進めます。 

 ３ 健康づくりを支える環境の整備                       

●機会をとらえ、さまざまな手法で健康づくりについて情報提供します。 

 ●生活に関わる団体や組織と連携し、健康づくりの体制の整備を図ります。 

 

 

２ 介護予防の推進・充実 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

介護予防は、高齢者が要介護状態などになることの予防または要介護状態などの軽

減などを目的として行っています。また、人と人との繋がりを通じて、参加者や通い

の場が継続的に拡大していくような地域づくりを進めていく必要があります。アンケ

ート調査では、高齢者が外に出る機会が大切なので、教室などに行くための交通手段

を増やしてほしいとの意見がありました。 
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◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

住民が自発的かつ継続的に介護予防に取り組めるよう、通いの場や介護予防教室の

充実を図ります。 

 

（１）介護予防事業の推進・充実 

   介護が必要にならず暮らすことができるよう、６５歳以上の人であれば誰でも

参加できる介護予防教室や、住民主体の介護予防活動の育成や支援などを行う一

般介護予防事業などを実施し、介護予防事業の推進・充実を図ります。 

 

 （２）健康寿命の延伸を図る取組の推進 

   認知症や要介護状態にならずに自立した生活を送られる期間、いわゆる健康寿

命の延伸を図るための取組を進めます。 

 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○できるだけ介護状態にならないよう、自主的・継続的に健康づくりや介護予防 

に取り組みましょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○一人では長続きしないことも、仲間と取り組むことで継続してできます。利用 

者同士の交流を図り、仲間と一緒に地域にある施設などを利用して介護予防に 

取り組みましょう。 

 

【行政が取り組むこと】 

○住民主体で運営している教室で、地域のボランティアスタッフとしての参加な 

ど、さまざまな方法で運営を支えます。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 介護予防の推進・充実                           

 ●可能な限り介護が必要にならず暮らすことができるよう介護予防事業などの推進に努め、高齢   

者の社会参加や生きがいづくり、住民同士のふれあいに繋がる取組を進めます。 

 ２ 保健事業と介護予防の一体的な実施                     

 ●関係各課との連携を強化し、国民健康保険や後期高齢者医療制度が行う保健事業と介護保険が 

行う地域支援事業との一体的な取組を実施し、生活習慣病とフレイル対策を含めた介護予防な 

どの疾病予防・重症化予防の推進に取り組みます。 
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 ３ 通いの場の設置・運営支援                         

 ●住民主体で月１回以上、場所と時間を決めて継続的に運動しているグループを増やすことができ 

るよう、体験講座などを開催しています。家に閉じこもりがちの人や不安や悩みを持つ人に声を 

かけ、自主的に、地域で「楽しく」「気軽に」「無理なく」集まり、過ごす場の運営を支援します。 

 

 

３ 社会参加の促進と生きがいづくり 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

仕事などで培った豊富な知識や技術などを身に着けた高齢者が、退職後、生きがい

を持ち社会で活躍できる環境を整え、社会的孤立を防ぐ取組を進めることが求められ

ています。高齢者数が増加する中で、元気な高齢者も増えていくことから、社会参加

や生きがいづくりへのニーズは高まっていくものと考えられ、一層の取組の充実が求

められます。高齢者の生きがいづくりとして実施している施策が、今後の高齢者の増

加により、本市財政にどのような影響を与えるのか見極める必要があります。 

障害者計画を策定し、地域生活の支援、権利擁護の推進、社会的自立・参加の促進

など障害者施策の総合的な推進に努めています。また、障害者の地域における自立生

活を支援するため、関係機関とのネットワーク構築を推進する中核機関として、下松

市地域自立支援協議会を設置しています。令和元年度に更なる機能の充実を図るため、

専門部会に「医療的ケア児等支援部会」を設置しました。 

 子育てをする保護者の孤立を防ぐため、子育ての情報交換や仲間との交流をもち、

育児に関するストレスや不安の軽減を図る「育児サークル」の充実に努めています。

また、「星の子運動会」や「星の子クリスマス会」を開催し、親子の触れ合いや保健

推進員との交流を図っています。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

 レクリエーション教室やスポーツ大会などを開催するとともに、外出や移動の支援

をすることで、高齢者や障害者が社会活動を行うための環境の整備や必要な支援の提

供を図り、自分らしく活動し、自身の力を発揮・活躍できる環境の整備に努めます。 

 

（１）社会参加の促進と生きがいづくり 

高齢者や障害者が充実した日常生活を営むことができるよう、社会参加の促進

と生きがいづくりの充実を図ります。また、障害者が社会を構成する一員として、

社会、経済、文化その他あらゆる活動に参加する機会の確保に努めます。子育て

に悩んでいる保護者の孤立を防ぐため、子育てサークルの支援や子どもを中心と

した催しの充実を図ります。 



パブリックコメント用 

60 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○自分が行事などに参加するときは、地域の人を誘ってみましょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○多くの人が役割を持ち、活動することができる機会を設けましょう。 

 

【行政が取り組むこと】 

○子どもから高齢者、障害者など、人々の交流の機会の創出を図り、生きがいづ 

くりの支援を行います。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 社会参加の促進と生きがいづくり                        

 ●高齢者バス利用助成事業の拡充を図り、高齢者の日常生活の利便性の向上及び生活圏の拡大を図 

ります。 

 ●就労、学習、交流など、介護予防にも繋がる高齢者の活動・活動機会の充実を図り、高齢者の生 

きがいづくりの充実を図ります。 

 ●障害者などに対する移動支援やタクシー利用料の一部助成を実施し、障害者などが社会参加のた 

めに必要な外出をする際の移動支援や経済的負担の軽減を図ります。 

 ●スポーツ・レクリエーション活動を通じ、障害者などの体力増強や交流拡大を図るため、各種ス 

ポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催します。 

 ２ 医療的ケア児等の支援体制の整備                      

 ●日常生活を営むために医療を要する状態にある児童や重症心身障害児などが地域で安心して暮ら 

していけるよう、体制の整備を図ります。 

 ３ 老人クラブの助成                             

 ●地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である老人クラブの活動を支援し、高齢者の健康づくり 

や生きがいづくりの推進を図ります。 

 

 

４ 生活のニーズに応じたサービスの提供 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

アンケート調査では、通院、買い物に対する支援の要望が意見として多く寄せられ

ました。具体的に、シルバー専用バス、市内を巡回するバス、移動販売車の充実、病
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院を巡回する福祉タクシーなど、高齢者や低所得者を対象とした交通手段の充実を求

める意見がありました。また、ごみ収集場所が遠方にあり負担に感じている、高齢者

に粗大ごみの搬出は難しいので何らかの支援を求める意見がありました。 

日常的な生活の基盤である移動手段の確保については、公共交通だけではさまざま

なニーズに対応することが困難です。高齢者バス利用助成事業やタクシー利用料一部

助成などを行っていますが、移送サービスの拡充を図る必要があります。 

障害福祉計画や障害児福祉計画を策定し、地域において障害福祉サービスや相談支

援、地域生活支援事業の各サービスが計画的に提供されるよう努めています。 

発達障害児等の早期対応に努め、保育所・幼稚園、学校等とも連携しながら、必要

な療育について相談・指導等を行うことで、健全な発達と地域で円滑な生活が送れる

よう支援しています。子育てに悩んでいる保護者の孤立化を防止するとともに、コミ

ュニケーションに支援が必要な発達障害児や自閉症児等に対し、二次障害を引き起こ

さない環境の整備が必要です。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

 一人一人の生活状況に応じたきめ細やかなサービスを提供するため、事業などの充

実を図り、地域で必要なサービスが受けられる環境を整えます。 

 

 （１）サービスの提供 

福祉サービスの充実を図り、きめ細やかなサービスを提供し日常生活に必要な

支援を実施することで、身体的・精神的・経済的な負担の軽減を図ります。また、   

必要な人が必要な介護サービスや障害福祉サービスなどを利用できる環境づくり

に取り組みます。 

 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○自分にあったサービスを選択できるよう、制度や福祉サービスの情報収集を心 

掛けましょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○地域で福祉サービスの情報を共有しましょう。 

 

【行政が取り組むこと】 

○市広報「潮騒」や市ホームページなどを通じて、サービスなどの情報提供に努 

めます。 
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◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 在宅生活総合支援事業の推進                        

 ●可能なかぎり高齢者の自立した生活を営むことができるよう、日常生活を支援する取組の推進を 

図ります。 

 ２ 障害福祉サービスなどの提供                        

 ●「障害福祉計画」などに基づくサービスの提供体制の充実・確保に努めるとともに、雇用の促進 

や働きやすい環境づくりを推進します。 

 ３ 障害児施策の充実                             

 ●保育所・幼稚園で障害児を受け入れており、障害児の発達段階に応じて、児童発達支援や保育所 

等訪問支援、放課後等デイサービス等の適切なサービスの提供に努めています。日中一時支援事 

業を実施し、学校等の長期休暇中の保護者の負担軽減を図っています。 

 ４ 相談事業の強化（再掲）                          

 ●各種相談事業の周知及び相談員のスキルアップを図るとともに、相談関係担当者間及び関係機関 

との連携強化に努めています。 

 ●誰もが気軽に相談できる体制整備と、虐待防止についての普及啓発に取り組むとともに、児童虐 

待防止ネットワーク（要保護児童対策協議会）の機能強化に努めます。 

 

 

■基本目標３-Ⅱ 成果指標 

成 果 指 標 現 況 値 目標（2025 年） 

介護予防と保健事業の一体的実施に伴

う健康相談や疾病予防等の取組の創出 
－ 1 以上 

「通いの場」の数 
74 カ所 

（令和元年度） 
91 カ所 

介護予防・生活支援サービス利用者数 

（訪問型サービス） 
2,001 人 

（令和元年度） 
2,060 人 

介護予防・生活支援サービス利用者数 

（通所型サービス） 
4,986 人 

（令和元年度） 
5,135 人 
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基本目標４ 災害に備えた避難支援体制づくり                

１ 要配慮者避難支援体制づくり 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

 災害対策基本法に基づき、災害などで避難する時に手助けを必要とする人に対し、

避難行動要支援者避難支援プラン（個別計画）を提出していただき、その人の早期の

避難に繋げるため、避難を支援していただく団体などと情報を共有しています。 

 避難行動要支援者（以下、「要支援者」という。）の避難を支援していただく団体な

どに避難の手助けを強いることができないため、要支援者の避難行動に繋げられる方

法を模索しています。災害時の近隣住民などからの支援を組み込んだ避難行動要支援

者避難支援プラン（個別計画）を災害時のケアプランとして作ることなどを検討する

必要があります。 

 アンケート調査では、「災害時に避難する際、誰かに支えが必要である」と回答し

た人のうち「同居の家族に助けてもらいながら避難したい」と回答した人の割合が多

く、また、「行政からの避難勧告・避難指示などの発令が避難のきっかけになる」と

回答した人の割合が最も多くなりました。 

 

【誰かの支えが必要である】 

（単位：％） 

 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

災害などで避難する時に手助けを必要とする人の早期避難に繋げるため、避難行動

要支援者避難支援プラン（個別計画）を作成し、避難を支援する団体などと情報の共
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有などを図ります。要支援者の避難を支援していただく団体などに避難の手助けを強

いることができないため、早期に要支援者自身が家族などに連絡し、避難行動を起こ

す意識を高める取組を推進します。災害時、要支援者が近隣住民などから支援を受け、

早期の避難行動を起こすことができる仕組みの構築を図ります。 

 

◆◆ 市民・地域・行政の取組例 ◆◆ 

 【一人一人が取り組むこと】 

○「くだまつ防災メール」に登録したり、避難経路や避難場所、緊急時の連絡先 

などを事前に確認しておきましょう。日頃から災害に対する備えをして、防災 

意識を高めましょう。 

 

【地域が取り組むこと】 

○自主防災組織の立ち上げや「支え合いマップ」の作成などを行い、地域で支援 

が必要な人などを把握し、情報を共有しましょう。 

 

【行政が取り組むこと】 

○自主防災組織、民生委員・児童委員などの関係団体との連携のもと、災害時に 

特別な支援を必要とする要支援者の把握、地域で支援できる体制づくりに努め 

ます。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 避難行動要支援者避難支援プラン（個別計画）作成・更新           

 ●定期的に避難行動要支援者避難支援プラン（個別計画）を作成・更新し、避難を支援する団体な 

どとの情報共有を図ります。 

 ２ 災害避難時着用ベストの周知                        

 ●災害時に聴覚障害者や視覚障害者が一目で識別できるよう、災害避難時着用ベストの周知を図り 

ます。 

 ３ 防災ラジオを活用した早期避難の推進                    

 ●避難行動要支援者避難支援プラン（個別計画）を提出した人やその家族など、要支援者の避難を 

支援する団体などに防災ラジオを無償貸与し、避難行動要支援者の早期避難を図ります。 
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２ 福祉避難所の開設・運営に関する取組の推進 

 

◆◆ 現状と課題 ◆◆ 

 福祉避難所の対象となる人は、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児など、避難所での

生活において何らかの特別な配慮を必要とする人で、その家族まで含まれます。現在、

本市では、福祉避難所として保健センター及び地域交流センターを指定しています。

また、災害時には、一般の避難所においても福祉避難スペースの確保に努め、福祉避

難所の機能を段階的に設定します。 

平成 30 年 6 月、10 法人と「災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する

協定」を締結しました。この協定は、一般の避難所で生活することが難しいと判断し

た要配慮者に、法人が運営する施設に家族などと一時的に避難していただくものです。

福祉避難所の開設・運営が円滑に行われるよう、法人との意見交換や訓練を定期的に

実施することが重要です。 

 

◆◆ 施策の展開 ◆◆ 

一般の避難所で生活することが難しいと判断され、何らかの特別な配慮を要する人

が利用する福祉避難所として保健センター及び地域交流センターを指定しています。

また、社会福祉法人などと「災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定」

を締結し、社会福祉法人などが運営する施設のスペースを利用し、福祉避難所を設

置・運営します。平時から避難行動要支援者や福祉避難所に関する取組を進め、災害

時の避難行動に支援が必要な人の早期避難や福祉避難所の速やかな開設・運営に努め

ます。主に高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児などが福祉避難所の対象となるため、多

種多様な防災備蓄品を備える必要があります。また、「災害発生時における福祉避難

所の設置運営に関する協定」を締結した法人と福祉避難所の開設・運営が円滑に行わ

れるよう、法人との定期的な意見交換や訓練の実施に努めます。福祉避難所の受け入

れも限られているため、一般の避難所で生活している人から優先度をつけ、福祉避難

所で生活する方が望ましい人を判断する体制の構築を図ります。 

日頃から社会福祉施設や関係機関などと連携を密にし、災害や感染症などに備える

取組を進めます。 

 

◆◆ 主な取組 ◆◆ 

 １ 福祉避難所の開設・運営に関する取組の推進                 

 ●防災備蓄品や衛生品など、災害対策や感染症対策に必要な物資の備蓄、調達に努めるとともに、 

協定締結法人との意見交換や訓練を実施し、福祉避難所の円滑な開設・運営に努めます。 
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 ２ 社会福祉施設などとの連携による災害や感染症などに備える取組の推進      

 ●社会福祉施設や関係機関などとの連携を密にし、気象や災害、感染症対策に関する情報提供など 

に努めるとともに、災害対策や感染症対策に必要な物資の備蓄や調達など、災害や感染症などに 

備える取組を進めます。 

 

 

■基本目標４ 成果指標 

成 果 指 標 現 況 値 目標（2025 年） 

避難行動要支援者避難支援プラン 

（個別計画）作成件数 
391 件 

（令和元年度） 
500 件 

防災ラジオ無償貸与者数 － 500 件 

協定締結法人との訓練などの実施 
1 回／年 

（令和元年度） 
毎年 1 回以上 

避難行動要支援者の早期避難行動に 

繋げられる取組の創出 
－ １以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


